
○雲仙市情報公開条例施行規則 

平成１７年１０月１１日 

規則第１４号 

改正 平成１８年６月３０日規則第２５号 

平成２０年４月１日規則第１６号 

平成２０年１２月１日規則第３８号 

平成２３年４月２５日規則第２６号 

平成２４年１１月５日規則第５８号 

平成２８年３月２５日規則第１２号 

平成２９年４月１８日規則第２４号 

令和元年１０月７日規則第１２号 

令和３年１２月２４日規則第３９号 

令和６年７月１８日規則第２９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、雲仙市情報公開条例（平成１７年雲仙市条例第９号。以下「条例」

という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（情報公開請求書等） 

第２条 条例第１０条第１項第３号に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

（１） 条例第５条各号に規定する公文書の公開請求をすることができるものの区分 

（２） 求める公開の実施の方法 

２ 条例第１０条第１項に規定する請求書は、情報公開請求書（様式第１号）とする。 

３ 条例第１０条第２項の規定による補正の求めは、補正通知書（様式第２号）により行

う。 

４ 第２項に規定する情報公開請求書は、郵送により提出することができる。 

（情報公開決定通知書等） 

第３条 条例第１１条第３項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める通知書とする。 

（１） 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公開決定通知書（様式第７号） 

（２） 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 一部公開決定通知書（様式第８

号） 

（３） 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 非公開決定通知書（様式第９号） 

（４） 条例第９条の規定による公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公開請求拒

否決定通知書（様式第１０号） 

（５） 公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定をしたとき 非公開決定通知

書（公文書不存在）（様式第１１号） 

（公開決定等期間延長通知書等） 

第４条 条例第１１条第４項に規定する書面は、公開決定等期間延長通知書（様式第３号）

とする。 

２ 条例第１２条に規定する書面は、公開決定等期間特例延長通知書（様式第４号）とす



る。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知） 

第５条 条例第１４条第１項及び第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

（１） 公開請求の年月日 

（２） 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

（３） 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ 条例第１４条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める様式により行う。 

（１） 条例第１４条第１項及び第２項の規定による通知 情報公開に係る意見照会書

（様式第５号） 

（２） 条例第１４条第３項の規定による通知 情報公開決定に係る通知書（様式第６

号） 

（電磁的記録の公開の方法） 

第６条 条例第１５条第１項に規定する市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記

録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法であって、実施機関が現に対応可能な

ものとする。 

（１） 録音及び録画に係る電磁的記録 当該電磁的記録を再生装置により出力する等

再現することができる装置の利用による聴取若しくは視聴又は他の電磁的記録媒体に

複製したものの交付 

（２） 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印字装置により出力す

る等再現することができる装置の利用による閲覧若しくは写しの交付又は他の電磁的

記録媒体に複製したものの交付 

（費用の負担） 

第７条 条例第１６条第２項の市長が別に定める費用の額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の費用は、公文書の写しの交付の際に納入しなければならない。ただし、市長が

やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。 

（公開された公文書の閲覧等） 

第８条 公文書の原本の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取扱うこととし、これ

を改ざんし、汚損し、破損し、又は抜き取りをしてはならない。 

２ 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるものに対

し、個人情報の閲覧の中止を命ずることができる。 

（情報公開審査会諮問通知書） 

第９条 条例第１８条第３項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書（様式第１

２号）により行うものとする。 

（審査会の会長） 

第１０条 条例第２０条に規定する雲仙市情報公開審査会（以下「審査会」という。）に

会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ



の職務を代理する。 

（審査会の会議） 

第１１条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（専門委員） 

第１２条 審査会に、専門の事項を審査するため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門事項に関する審査が終了したときは、解職されるものとする。 

（審査会の庶務） 

第１３条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。 

（公文書の任意公開） 

第１４条 条例第２１条第１項に規定する申し出は、公文書任意公開申出書（様式第１３

号）により行うものとする。 

（公文書の検索資料） 

第１５条 条例第２２条に規定する公文書の検索に必要な資料は、雲仙市文書管理規程（平

成１７年雲仙市訓令第５号）第２条第７号に規定するファイル基準表とする。 

（公文書の公開の実施状況の公表） 

第１６条 条例第２５条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、次の各号に掲げ

る事項について、前年度の実施状況を明らかにするものとする。 

（１） 公開請求の件数及び処理状況 

（２） 不服申し立て件数及び処理状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

２ 前項の公表は、雲仙市ホームページに掲載することにより行うものとする。 

（出資法人） 

第１７条 条例第２４条の市長が別に定めるものは、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１５２条第１項に規定する法人とする。 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の瑞穂町情報公開条例施行規則（平成１５

年瑞穂町規則第１号）、吾妻町情報公開条例施行規則（平成１４年吾妻町規則第２号）、

愛野町情報公開条例施行規則（平成１３年愛野町規則第３号）、千々石町情報公開条例

施行規則（平成１３年千々石町規則第１０号）、小浜町情報公開条例施行規則（平成１

３年小浜町規則第１５号）又は南串山町情報公開条例施行規則（平成１４年南串山町規



則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年６月３０日規則第２５号） 

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１日規則第３８号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月２５日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月５日規則第５８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、この規則による改正前の雲仙市情報公開条例施行規則第２

条第２項の請求書によりなされた請求は、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２５日規則第１２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１８日規則第２４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１０月７日規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２４日規則第３９号） 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月１８日規則第２９号） 

この規則は、雲仙市文書管理規程の一部を改正する規程（令和６年雲仙市訓令第１２号）

の施行の日から施行する。ただし、様式第１号及び様式第１３号の改正規定は、公布の日

から施行する。 

別表（第７条関係） 

区分 金額 

写しの作

成 

複写機によるもの（日本

産業規格A列3番以下の

用紙のものに限る。） 

カラー（3色以上使用したも

のをいう。以下同じ。）以外 

1枚につき10円 

カラー 1枚につき50円 

その他のもの 当該写しの作成

に要する額 

写しの送付 郵送実費相当額 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第３条関係） 

様式第８号（第３条関係） 

様式第９号（第３条関係） 

様式第１０号（第３条関係） 

様式第１１号（第３条関係） 

様式第１２号（第９条関係） 

様式第１３号（第１４条関係） 

 


